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政
令
第

号

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
係
る
競
争
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の

事
業
の
規
模
を
定
め
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
係
る
競
争
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年

法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
た
だ
し
書
、
第
八
条
第
二
号
、
第
十
二
条
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十

九
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
七
条
並
び
に
同
法
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
六
十
九
条
第
二
項
、
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
五
条
、
公
益
通
報

者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
別
表
第
八
号
、
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性

の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
並
び
に
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正

取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第

十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
係
る
競
争
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
事

業
の
規
模
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）
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第
一
条

（
略
）
【
別
紙
１-

１
】

（
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

（
略
）
【
別
紙
１-

１
】

（
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
事
業
の
区
分
及
び

規
模
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
事
業
の
区
分

及
び
規
模
を
定
め
る
政
令
（
令
和
三
年
政
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
の
表
中
二
の
項
を
削
り
、
三
の
項
を
二
の
項
と
し
、
四
の
項
を
三
の
項
と
す
る
。

（
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

（
略
）
【
別
紙
１-

１
】

附

則

（
施
行
期
日
）

１

（
略
）
【
別
紙
１-

１
】
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（
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
事
業
の
区
分
及
び

規
模
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

第
三
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関

す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
十
条
第
三
項
並
び
に
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
勧
告
、
命
令
、
報
告
及
び
検
査
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

第
三
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る

同
条
の
規
定
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


